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○障害年 金1000人 打 ち切 りか 審 査集約 、 戸惑 う受給者

毎 日新 聞2018年5． 月29日06時30分 （最終 更新5月29日07時52分 ）

日本年金機構 が障害基礎年金の受給者約1000人 余 りに対 し、障害の程度が軽い と判

断 して支給打 ち切 りを検討 していることが判明 した。対象者 には、特例的に1年 間の受け取

り継続 を認めつつ、今年度 中に改めて支給の可否を審査す るとの通知が届いている。都道府

県単位だった審査手続 きが全国で一元化 された影響 とみ られ るが、受給者の聞には 「症状は

改善 していないのに困る」 と戸惑いが広がっている。

障害基礎年金 は、20歳 前 から難病 を抱 える人や、国民年金加入者が障害 を負 った場合

などに、年80万 円程度を下限に支払われ る。機構や関係者による と、通知 を受け取ったの

は1010人 で、いずれ も20歳 前か ら障害がある成人 とい う。

1010人 は2017年 、症状に応 じ数年おきに必要な更新時期 を迎え、医師の診断書

を提出 した。機構 は同年12月 ～今年1月 、「障害基礎年金を受給できる障害の程度 にある

と判断できなかった」との審査結果 を通知。ただし17年 度は支給 を続け、18年 度に改め

て審査 した上で 「診断書の内容が同様 なら支給停止になることもある」 と示 した。

1000人 規模 の支給打ち切 りが過去 にあったかど うか、機構は 「デー タがない」 と明

らかに していないが、経過措置を設 ける通知 を出したのは初めて とい う。厚生労働省幹部は

「影響の大 きさを考慮 した激変緩和の意味もある。審査 をし直 した結果、継続が認 められ る

可能性 もある」 と話す。

背景にあるのは審査手続 きの変更だ。以前は都道府県ごとにあった機構 の事務センター

が認定業務 を担 当し、それぞれ地域 の医師が診断書 をもとに審査 していた。しかし、不認定

の割合 に地域差があると問題視 され、機構は17年4月 に認定業務を東京の障害年金セン

ターに集約。審査す る医師も変わった結果、不認 定の割合が増 えた とい う。

機構の担 当者 はf審 査業務の変更 とい う特別な事情 を考慮 し、今回の診断書だけで障害

の程度 を￥li断す るのは適切 でない と考えた。対応は妥当だ」 と説明する。【原 田啓之】
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○障害年金 打ち切 り、病状悪化 も 受給者 「説明な く不安」

毎 日新聞2018年5月29日 東京朝刊

日本年金機構が障害者1000人 余 りへ の障害基礎年金打ち切 りを検討 しているこ とに

対 し、継続 した治療が必要な当事者か らは 「納得できない」との声が上が る。収入減が健康

状態 をよ り悪化 させ る引き金 にもなりかねない。
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「症状が変わらないのに、なぜ こんな通知が届 くのか分か らない」。難病 の 「1型糖尿病」

を小学生の頃か ら患 う大阪府在住の男性 （36） は憤 る。

1型 糖尿病は主に免疫機能の異常により血糖値 をコン トロールするインス リンを体内で

作れ なくなる病気で、根本的な治療法はない。男性は7歳 で発症。就職活動では病気を理由

に何社 も採用 を断 られた とい う。パチンコ店でアルバイ トをしてい るが、勤務 中に目の前が

暗 くなってふ らっ くこともしば しばだ。

妻子を養いながらの月3万 円の治療費負担は重 く、年約100万 円の障害基礎年金 （2級）

は大事な家計の支 えだ。1月 に 日本年金機構か ら通知が届いてか らは、支給打ち切 りの不安

にさいなまれ る。 「機構か ら十分な説明がなく納得できない。生活の実態を見て審査 してほ

しい」

里 見賢治 ・大阪府立大名誉教授 （社会保障論） は、「障害認定が適正か どうかは個々の基

準に照らし判断 され ることで、一概に是非は言えない。ただ、手続きの変更 とい う特殊事情

が影響 しているな ら、機構はよ り丁寧 に説明すべきだ1と 指摘する。 【原 田啓之】

　

○障害年金 支給打ち切 り問題 加藤厚労相 「事案 を検証」

毎 目新聞2018年S月29日 東京夕刊

H本 年金機構 が障害基礎年金の受給者1000人 余 りに対 し支給打ち切 りを検討 してい

る問題 について、加藤勝信厚生労働相は29日 、閣議後の記者会見で 「個々の事例 ごとによ

く検 討 し対応を考 えたい」と述べた。加藤厚労相 は、都道府県単位の審査手続 きを一元化 し

たため障害 を認定す る医師が変わったことが背景 と説明。 「今回発生 した事案について よく

検証 したい」 と語 った。源 田啓之】

○障害年金 再提 出の診断書、記載方法の注意喚起

日本年金機構が障害基礎年金の受給者1000人 余 りについて支給打ち切 りを検討 して

いる問題 で、1010人 が再提出す る診断書の記載方法に関 して機構が文書で注意喚起す

ることを決 めた。厚生労働省が1日 の衆院厚労委員会で明 らかに した。

厚労省 による と、機構は6月 中に文書 を出す予定。今夏に診断書 を再提 出す る際には、主

治医に障害認定基 準 と記載要領 を参照 して障害の状態 を細かく記載す るよう依頼す ること

を求 める。

機構は2017年12月 ～18年1月 、1010人 について障害の程度 が軽い と判断す

る一方、1年 間は支給を続けて18年 度に改めて審査する と通知。 「診断書の内容が同様な

ら支給停止もあ りうる」 とも示 した。【原 田啓之】
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○障害年金 支給打ち切 り問題 精神 ・知的障害は対象外

日本年金機構が1010人 の障害基礎年金の支給打ち切 りを検討 している問題で、厚生

労働省は1日 の衆院厚生労働委員会 で、精神 ・知的障害者 は検討対象に含まれない と明 らか

にした。精神 ・知的障害の等級判定ガイ ドライ ンの規定により、今回のケースは支給停止に

該当 しない。

また、1010人 が再提出す る診断・書の記載方法について、機構が6．月中に文書で注意喚

起す るこ とも明 らかに した。障害の状態について詳細な記載を主治医に依頼するよう求め

る。 【原 田啓之】

…
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○障害年金 打ち切 り問題 見捨て られ るのかな 予告通知に 「頭真っ白」

障害があ る人に支払われる国の障害年金 を巡 り、 日本年金機構 が受給者約1000人 に

支給打 ち切 りの可能性 を予告 し、障害者の間に不安や戸惑いが広がっている。背景には、支

給判 定が客観性を欠 くとい う構造的な問題や、障害者への所得保障が十分でないことがあ

る。

「これだ け体調がっらくても支給停止 なんだろ うか。見捨て られて しま うのかな」。支給

停止の予告の通知 を受 け取 った福島県内の女性 （44） はこう漏 らす。

先天性の心臓疾患があ り、13年 前か ら障害基礎年金2級 で月約6万5000円 を受け

取る。3年 ごとに更新手続 きがあ り、昨年12月 に届いた通知は 「年金を受給できる障害の

程度 と判断できなかった。2018年 度に支給停止 となることもある」とい う内容だった。

女性 は 「頭が真っ 白になった。今はただただ不安」と話す。障害者手帳は最重度の1級 。

夫 と2人 の 日常生活はかな り制限 され る。家の掃除だけで動悸 （どうき）が し、不整脈が起

きると動けなくなる。以前 は事務 などの仕事をしていたが、今は難 しい。

打 ち切 りの可能性が出てきた主な原因は年金機構 の審査体制が変わったか らだ。以前は

都道府県ご とに審査、判定 していたが、地域差が大 きいことが分か り、昨年4月 に業務を東

京に一元化。機構の判定医が大幅に入れ替わ り、影響は更新手続 きが一巡す る21年 度まで

続 くとみ られる。

ただ、以前の地域差は実際 には判定医の個人差 ともいえた。医師が書類だけを基に一人で

判断す るため、第三者の視点が入 らず、主観 に左右 されやすい問題 があった。

一元化後 もこの点は変わ らない
。機構のある担当職員は 「判定医がA先 生だったら不支給

だけど、B先 生な ら支給 とい うことは今でもあ り得る」 と明かす。

「差をな らせ ば支給停止の人が出ざるを得ない。一方で、不支給だった人が支給され る例

もある」と年金機構幹部。だが、平均的にな らした結果が妥当な水準なのかは別摺題だ。各

国の障害年金に詳 しい流通経済大の百瀬優准教授 は 「日本 は人 口に占める受給者の割合が

他の先進国に比べ非常に低 く、判定が厳 しい可能性がある。しかも障害基礎年金では、2級

が3級 に下がると、．月約6万5000円 が一気にゼ ロになる。他の制度 を含めて も障害者の
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所得保障が手薄だ」 と指摘 した。
　

○共同通信 市jllさんより6月5日

お世話になってお ります。共同通信の市川です。 （Bccにて失礼致 します）

さて、障害年金打ち切 り予告問題で、本 目 （5日）以下のような記事を配信致 し

ま したので、ご参考までにお送 りさせて頂きます。

まずは取 り急 ぎ、ご報告まで。

今後 ともよろ しくお願い申 し上げます。

ー

「障害年金打ち切 り問題」 千人に予告、不安広がる 支給判定の客観性に問題

障害がある人に支払われ る国の障害年金を巡 り、 日本年金機構が受給者約千人

に支給打ち切 りの可能性を予告 し、障害者の間 に不安や戸惑いが広がってい る。

背景には、支給判 定が客観性を欠 くとい う構造的な問題や、障害者への所得保障

が十分でないこ とがある。

▽最重度

「これだけ体調 がつ らくても支給停止なんだろ うか。見捨てられ てしま うのか

な」。支給停止の予告の通知 を受 け取った福島県内の女性 （44） はこ う漏 らす。

先天性の心臓疾患があ り、13年 前から障害基礎年金2級 で月約6万5千 円を

受け取る。3年 ごとに更新手続 きがあ り、昨年12月 に届いた通知は 咋 金 を受

給できる障害の程度 と判断できなかった。2018年 度に支給停止 となることも

あ る」 とい う内容だった。

女性は 「頭が真っ白になった。今はただただ不安」 と話す。障害者手帳は最重

度の1級 。夫 と2人 の 日常生活 はかな り制限 される。家の掃除や早歩 きだけで動

悸 （どうき）が し、不整脈が起 きる と動けなくなる。 以前 は事務な どの仕事 を し

ていたが、今は体調の悪化で難 しい。

▽個人差

打ち切 りの可能性が出てきた主な原因は年金機構 の審査体制が変わったか らだ。

以前は都道府県 ごとに審査、判定 していたが、地域差が大きいことが分か り、昨

年4月 に業務を東京に一元化。機構の判定医が大幅に入れ替わ り、 この影響は更

新手続きが一巡す る21年 度まで続 くとみ られる。

ただ、以前の地域差は実際には判定医の個人差 ともいえた。医師が書類だけを

基 に一・人で判断す るため、第三者の視点が入 らず、主観 に左右されやすい問題が

あった。
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一元化後 もこの点は変わ らない
。機構のある担 当職員 は 「判定医がA先 生だっ

た ら不支給だけど、B先 生 なら支給 とい うことは今でもあ り得 る」 と明かす。福

島県の女性 は 「会ったこともない医師が、書類だけで私 の生活の しづ らさを本 当

に分かるんでしょ うか」 と疑間を投げ掛ける。

「差 をな らせば支給停止の人が出ざるを得 ない。一方で、不支給だった人が支

給 され る例 もある」 と年金機構幹部。

だが、平均的にならした結果が妥当な水準なのかは別問題だ。各国の障害年金

に詳 しい流通経済大の百瀬優 （ももせ ・ゆ う）准教授は 「日本 は人 口に占める受

給者の割合が他の先進国に比べ非常に低 く、判定が厳 しい可能性がある。 しかも

障害基礎年金 では、2級 が3級 に下がる と、月約6万5千 円が一気にゼ ロになる。

他の制度を含 めても障害者の所得保障が手薄だ」 と指摘 した。

ρー

○共 同通信 市川 さん より6月4日

お世話になってお ります。共同通信の市川 です。 （Bccにて失礼致 します）

本 日 （4目）、厚労省で社会保障審議会 ・年金事業管理部会が開かれ 、年金機構

の 「平成29年 度業務実績報告書 （案）」の中に障害年金 関係部分があ りましたの

で、ご参考までに抜粋 、添付 してお送 りいたします。

なお、 この 日は年金機構の業務の外部委託問題が主な議題で、障害年金について

は、先Hの 支給打ち切 り予告問題 を含め、特に議論はありませんで した。

取 り急ぎ、 ご報告まで。今後 ともよろしくお願い申し上げます。

ー
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○共同通信 市川 さんよ り6月1日

お世話 になってお ります。共同通信の市川です。 （Bccにて失礼致 します）

障害基礎年金打ち切 り問題で本 日 （1日）、以下のよ うな記事を配信 しま した。

ご参考までにお送 りします。

なお、これまでの国会質疑や取材で分かったほかのこ とを、記事の下に箇条書き

に致 します。

今後 ともよろしくお願い します。

障害年金2900人 停止 猶予な くf不 公平」の声

障害のあ る人に支払われ る国の障害基礎年金 で、20歳 以降に障害を負った受給者の う

ち約2900人 が 「状態が軽 くなった」として、昨年4Aか ら1年 間に支給を打ち切 られて

5



いた ことが1日 、分かった。

一部の人は
、日本年金機構 が審査業務を一元化 した影響を受 けた可能性がある。機構は2

0歳 前か ら障害がある人には1年 間の猶予を設 けてお り、対応の差 に 「不公平だ」との声が

1±1ている。

1日 の衆院厚生労働委員会で共産党の高橋千鶴子氏の質 闇に厚労省が明 らかに した。加

藤勝信厚労相 は 「しっか り精査 し必要な対応を考えたい1と 述べるに とどまった。

障害基礎年金の支給判定は、以前は都道府県 ごとに機構 の認定医が担 っていたが、地域格

差が問題 とな り、昨年4月 に東京の障害年金センターに一元化 した。

昨年度は一元化 して1年 目だったため、機構は20歳 前障害で支給停止 と判定 された約

千人には1年 間支給を続 け、再審査す ると決定。厚労省は 「20歳 前障害の人は長年同 じ診

断書 で支給 されてきた人が多いため、配慮が必要 と判断 した」としているが、20歳 以降に

障害を負 った人の中にも長期聞の受給者 はいる。

障害基礎年金の受給者は17年3月 末時点で約184万 人。 うち20歳 以降に障害を負

った人は約80万 人。

ー

・支給停止の可能性の通知を送 られた約1000人 、既 に停止 された上記の約2900人 には、精

神の障害 （知的、発達）の人はいません。厚労省は当初、入っているような説明で したが、

情報が錯綜 していたようです。精神 の障害については、2017年4Aの 審査一元化の前に、

2016年 秋に導入 されたガイ ドラインで 「当面、支給を続 ける」 とい う経過措置が講 じられ

たため、その経過措置 に守 られているとい うわけです。

・障害基礎年金の受給者は約184万 人。その うち、20歳 前障害の人は約104万 人。 さらに

その うち、20歳 前障害で昨年度に更新を迎えた人は全体で約95，000人 。その うち約1000

人は割合では1．1％とい うことにな る。

・上記の約2900人 の中には、診断書の内容が軽 くなっていたために支給停止になった人 （っ

ま り通常の支給停止）も含まれ る。
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・未提出者への提出勧奨 （はがき）456，456件1
・請求書入り封筒を送付 した受給資格期闇が10年 以上25年 未満の方のう

ち、障害 ・遺族年金を受給 していない方 約59．8万 人
・平成30年3月 までに請求を終えた方 約47 、9万人
・年金加入期間の確認のお知 らせ （案内） （はが き）380 ，374件
・平成29年10月 の初回支払決定者37 ．8万件

｜

・過去に発生した申藷漏れや支給誤 り等の

・平成29年10月 か ら平成30年4月 までの初回支払決定者 合計52 ．8万

件

O「 振替加算の総点検」について ・共済惜報連携システムを活用

事案に関 し、笥能なものについて対象者 配偶者の加給年金が終了している一方で振替加算が加算されていない夫婦 し、支給漏れ事案の総点検を

を抽出し、適正な受給に結び付けてい の事例を総点検し平成29年9月 に公表 しました。 行い、対応策を講 じま した。
1〈

ロ （※ 詳 細1ま 、1、5に 言己載 ）

（障害年金をめぐる諸問題への対応）1③障害年金をめ ぐる諸課題
くの対応 く ・年金事業管i理部会の指摘や現場の意見を踏まえ、平成29年9月4日 に 「障 ③年金事業管理部会の指摘等を

業務改善計画関連〉 害年金初期対応の手引き」を改訂しました。その申では、「障害年金請求キ 踏まえ、障害年金の相談があ
・障害年金に関するお客様のニーズに応 じ

∨

ッ ト」をお客様にお渡 しする 「初回のご相談」について、定義を明確化 し った場合は、相談者に 「障害

た分か りやす く丁寧な相談対応を実現 ました。また、改訂のポイン トについて、テレビ会議を利用 した本部から 年金請求キッ ト」をお渡しす

するため、「障害年金初期対応の手引き」 年金事務所への指示解説や、年金給付に関する研修において、繰り返 し周 るとともに、「障害年金初期対

及び 「障害年金請求キット』の活用を徹 知 しま した。 応の手引き」に基づいて対応

隔 語麟 罐 万別な状艦 総
す るよ う、周知 ・徹底 しま し

た。

合的に勘案 した医学的な判断である障

害の認定の標準化を図るため、「国民年 ・平成30年2月4日 、血液 ・造血器疾患に関する障害認定医会議を開催し、 ・障害認定医会議を開催 し、情

金 ・厚生年金保険 精神の障害に係る等 障害認定基準改正の周知及び障害認定医相互間の情報共有を図 りました。 報共有を図 リま した。

級判定ガイ ドライン」を円滑に実施する
とともに、認定医相互間の情報共有を図 ・平成29年4月 に、全国の障害年金審査業務を障害年金センターに集約する ・全国の障害年金審査業務を

る 。 とともに、全国6か 所の地域代表年金事務所 （札幌西、仙台東、大曽根、 障害年金センターに集約する
・高度に専門的な業務である障害年金に関 大手前、広島東及び博多）に障害年金センターのサテライ ト拠点を設置 し ことにより、障害の認定の標

する審査の標準化及びそのための人材 ま した 。 準化や障害年金に関する専門
の育成 に資す るよ う、平成29年4月 よ 的な人材の育成を図るための

り、全墜の障害年金審査業務を障害年金 ・障書の認定の地域差が指摘されていたことなどを踏まえ、集約当初は地域 体制を整備しました。

センターに集約する。これに伴い、職員 に関わらない、障害の種類 （肢体の障害、内部疾患による障審、精神の障

， が認定医を補佐する体制を整備するた 害等）別のグループ編成としました。その後、審査グループは事務処理の

＼
、
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め、全国6か 所の地域代表年金事務所に 効率化を考慮して地域別の編成とし、一方、認定グループは障害の種別に

障害年金センターのサテライ トとなる 応 じた認定の標準化を図るため、引き続き障害の種類別の編成にしま した。

拠点を設置するとともに、認定医1人 当 ・集約前は全国の事務センターにおいて、それぞれ少数の職員により障害年

たりの業務負担を軽減 し、障害の認定の 金審査業務を行っていましたが、集約により障害年金センターにおいて、

質を確保するため、段階的な認定医の確 多数の職員が同一の執務室で業務を行っており、障害年金に関する知識や

保に努める。 認識の共有化を進めているところです。引き続き、障害年金に関する審査

の標準化及びそのたあの人材の育成に取 り組みました。

・障害認定医については、平成29年4月 において283人 で したが、平成29

年度末時点では300人 とな りま した。

④年金不正受給対策や債権管理対策の強 ・平成29年1月 よリ、現況届につ いて、住民票コー ド欄 をマイナ ンバー欄に ④現況届及び年金請求書への住

化 変更した上で、現況届に住民票の添付又はマイナンバーの記入を求めてき 民票添付又はマイナンパー記

ア 年金給付業務に対するお客様の信頼 ま した。 入によ∪マイナンバーの収録

を確保するため、以下のような取扱いに また、平成29年4月 より、年金請求書に記載する住昆票コー ド欄をマイナ を進め 、マイナ ンバーに基づ

より、年金不正受給対策を強化する。 ンバー欄に変更 しま した．その上で、年金請求書の受付 時において、年金 いて住基ネットで生存確認を
・年金受給者の生存確認については、従 請求書にマイナンバーが記入されないときも、住民票住所を確認する取扱 行うことで、不正受給の防止

前よ り、お客様一人ひ とりか ら住民票 いを徹底 し、住民票住所によリマイナンパーを収録する取組を実施 してい を図 りま した。

コー ドを提出いただく負担を軽減す ま す 。

る観点から機構において基礎年金番 これにより、現況届によらずに住基ネットで生存を確認することを可能と

号に対応する住民票コー ドを収録 し、 し、過払 いの防止 を図 りま した。

当該住 民票 コー・ドを活用 して住 民基 住民票の添付がなく、かつ、マイナンバーが未記入の現況届を提出 した年

本台帳ネッ トワークシステムに照会 金受給者のうち、書類提出の勧奨を実施 してもなお、住民票の添付又はマ

す る取扱いをしてきた。平成28年11 イナンバーを記入 した個人番号等登録届の提出がない者について、平成29

月以降、機構が個人番号 （マイナンバ 年10月 から訪問調査等を実施 しています。
一 ） （以 下 「マ イ ナ ン バ ー 」 と い う

。）

の利用が開始できるようになったこ ・遣族年金の受給権の消滅に係る事務の取組強化として、平成30年3月 より、 ・民名変更があった遺族年金受

とに伴い、機構は基礎年金番号に対応 地方公共団体情報システム機構か ら提供を受けた氏名変更情報に基づき、 給権者に対 して届出勧奨を行

する住民票コー ドの情 報をJ－LIS（ 地 受給権者原簿の氏名を変更するとともに、遺族年金受給権者に対して 「遺 うとともに、未提出の場合は

方公共団体情報システム機構）に提供 族年金失権届」又は 「遺族年金受給権者氏名変更理由届」の提出勧奨を行 戸籍抄本等を公用請求 して失

し、当該住民禦 コー ドに対応す るマイ うこととしま した。 権事由該当の有無を確認 し、

ナンバーの提供 を受ける ことによ り、 最終的に職権で失権処理を行

基礎年金番号に対応するマイナンバ う取扱いとし、不正受給の防
一の収録 を行 った。 止 を図 りま した。

・平成29年1月 よ り、窓ロ業務でマイ
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障

害

者

の
生
活
と
願
い

⑳

幽

厚
労
省
実
態
鋼
査
に
み
る

厚
生
労
働
省
は
4
月
、
自
宅
な
ど
の
在
宅
で
暮
ら
す
障
害
者
を
対

象
に
、
日
常
生
活
の
実
態
と
意
識
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
な

ど
を
聞
い
た

「2
0
1
6
年
生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る
調

査
」
の
繕
果
を
公
衰
し
ま
し
た
。
約
7
2
0
0
人
分
の
調
査
票
が
集

ま
っ
た
調
査
結
果
か
ら
、
障
害
審
の
生
活
実
態
や
要
求
に
迫
り
、
生

活
支
援
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
、、

（村
崎
直
人
）

，

タ

ぐ

 

調
査
は
、
厚
労
省
が

「障
害
者

施
策
の
推
進
に
向
け
た
検
討
の
基

礎
資
料
」
と
す
る
た
め
に
、
2
0

1
6
年
12
月
1
日
を
調
査
日
と
し

、

て
実
施
。
調
査
員
が
対
象
と
な
る

世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
票
を
手
渡

し
、
記
入
後
郵
送
で
返
し
て
も
ら

う
か
た
ち
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
配

っ
た
調
査
票
は
1
万
2
6
0
1
人

分
で
、
う
ち
回
収
さ
れ
た
の
は
7

1
7
9
人
分
で
し
た
。

50
万
円
未
満
が
過
半
数

 

ま
ず
は
、
生
活
の
経
済
的
基
盤

で
あ
る
収
入
状
況
を
み
ま
す
。

調
査
で
は
、
ー
カ
月
当
た
り
の

平
均
収
入

（平
均
月
収
）
に
っ
い

て
、
18
歳
未
満
は
本
人
を
合
む
家

族
の
収
入
を
、
18
歳
以
上
は
本
人

の
収
入
を
聞
い
て
い
ま
す
。

18
歳
未
満
の
家
族
の
平
均
月
収

は
、
「30
万
円
以
上
50
方
円
未
満
」

圏厳 しい家計

継

噸

の

龍

諸

櫟

臓

酬
　
ハ
る

酬

謬
惜

月

探

争

鐘

最

し

ぬ
も

の

輪

竃

円

円
斑

肪

囎
㌫

月

労

鞠

竃

閤
0

0

0

0

0

0

0

｛
6

【】
4’
3

ウ錫
－

の
割
合
が
33

・
1
％
と
最
多
で
、

「50
万
円
宋
満
」
が
全
体
の
53
％
を

占
め
ま
し
た
。

㊨
18
歳
以
上
に
つ
い
て
は
、
65
歳
未

満
と
、
老
齢
基
礎
年
金
の
原
則
支
給

が
始
ま
る
65
歳
以
上
で
わ
け
て
分

析
。
本
人
の
平
均
月
収
が

「9
万
円

一

53．1

， 圏18歳 ～65歳

〔］65歳～
32．4

2フ ．5

鞭 「補 　＿ 鵡［，
0万円～9万 円～18万 円～30万 円～50万 円～99万 円～ ．不詳

％
月
収
9
万
円
未
満

2
入
に
1
入

障

害

者

の
生
活
と
願
い

⑲

 醗

厚
労
省
実
態
調
査
に
み
る

在
宅
で
暮
ら
す
障
害
者
約

7
2
0
0
人
か
ら
生
活
実
態

や
要
望
な
ど
を
闘
い
た
厚
生

労
働
省
の

「2
0
1
6
年
生

活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す

る
調
査
」
結
果
を
読
む
連
載

2
鳳
圏
は
、
「日
中
（昼
間
）

の
過
ご
し
方
」
に
つ
い
て
で

す
。

 
↑

家
庭
内
が
最
も
多
く

 

調
査
績
果
で
は
、
日
中
の

過
ご
し
方
（複
数
回
答
）と
し

て
「家
庭
内
で
過
ご
し
て
い

る
」と
答
え
た
人
が
最
多
で

し
た
。
65
歳
禾
満
で
は
「3
人

に
1
人
」
（36
・3
％
）
、65
歳

以
上
で
は
「2
人
に
1
人
以

騨日中の過ごし方

上
」
（56
・3
％
）が
「家
庭
内
」

と
答
え
ま
し
た
。
（グ
ラ
フ
）

65
歳
未
満
で
「家
庭
内
」の

次
に
多
か
っ
た
の
は

「障
害

者
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
」

（22

・
5
％
）
で
し
た
。
と

く
に
、
知
的
障
害
者
の
療
育

手
帳
所
持
者
で
は
43

・
3
％

で
、
「家
庭
内
」
（21

・
7
％
）

を
大
き
く
上
回
り
ま
し
た
。

65
歳
以
上
で
は
、
「障
害

者
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
（4

・

5
％
）
と
と
も
に

「介
護
保

険
の
通
所
サ
ー
ビ
ス
」
（15

％
）
を
利
用
す
る
人
が
め
だ

ち
ま
し
た
。

調
査
結
果
は
、
在
宅
の
障

害
者
に
と
っ
て
、
多
く
の
仲

撮

騨
な
麺
所
サ

未
満
」
の
人
は
、
65
歳
未
満
で
2
人

に
1
人
、
65
歳
以
上
で
は
3
人
に
1

人
と

い
う
状
況
で
し
た
。
（グ
ラ

フ
）生

活
保
護
を
利
用
し
て
い
る
人
の

割
合
は
、
18
歳
未
満
で
3

・
0
％
、

18
歳
以
上
65
歳
未
満
で
8

・
6
％
、

65
歳
以
上
で
4

・
1
％
で
し
た
。

生
活
保
護
利
用
は
脳
％

 

こ
の
調
査
を
し
た
16
年
12
月
の
全

国
平
均
の
生
活
保
護
利
用
者
の
割
合

（保
護
率
）
は
ー

・
69
％
で
す
か

ら
、
生
活
保
護
利
用
者
の
割
合
は
、

い
ず
れ
の
年
齢
層
も
全
国
平
均
を
上

回
っ
て
い
ま
し
た
。

障
害
年
金
の
受
給
者
を
対
象
に
し

た
別
の
厚
労
省
調
査

（14
年
12
月
）

で
も
、
世
帯
の
年
収
1
0
0
万
円

（月
平
均
8
・
3
万
円
）
来
満
が
受

給
者
全
体
の
24

・
8
％
で
、
生
活
保

護
利
用
者
の
割
合
は
6
・
4
％
で
し

た
。調

査
結
粟
は
、
多
く
の
障
害
者
が

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
保
障
を
利
用

し
て
も
な
お
、
苦
し
い
経
済
生
活
を

送
っ
て
い
る
よ
う
す
を
浮
き
彫
り
に

∵

し
て
い
ま
す
。

る
人
は
ど
の
く
ら
い
い
る
で

も
の編

み

と

　

㌶

羅

罐
芸

露

型
」
が
7
．5
％

間
や
支
援
者
と
交
流
で
き
る

65
歳
未
満
で
は
、
「今
ま

通
所
施
設
が
膠
簡
の
悠
活
の

で
と
違
う
日
申
の
過
ご
し
方

場
と
し
て
大
切
な
場
所
で
あ

を
し
た
い
」
と
い
う
入
が
2

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

割
程
度
い
ま
し
た
。
そ
の
人

た
ち
に

「日
中
の
過
ご
し
方

一
般

就

労

へ
の
期
待

の
希
望
」
（複
数
回
答
）
を
聞

そ
れ
で
は
、
日
中
、
賃
金

い
た
と
ご
ろ
、
ト
ッ
プ
は

な
ど
報
酬
を
得
て
働
い
て
い

「正
職
員
」
（32

・
4
％
）

で
、
次
が

「正
職
員
以
外
」

ー
ビ
ス

竃
欝
撰 

（つ
づ
く
）

（つ
づ
く
）



障

害

者

の
生
活
と
願
い

⑳

殊

⑳

厚
労
省
実
態
調
査
に
み
る

 

厚
生
労
働
省
の

「2
0
1

、
6
年
生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど

に
関
す
る
調
査
」
で
、
障
害

者
総
合
支
援
法
に
よ
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を

「利
用
し
て
い

る
」
と
答
え
た
入
は
、
65
歳

未
満
で
32
％
、
65
歳
以
上
で

－22

・
7
％
で
し
た
。

．手
帳
種
別
で
見
る
と

 

障
害
者
手
帳
の
種
別
で
比

較
す
る
と
、
65
歳
来
満
で

は
、
知
的
障
害
措
で
は
約
半

数
が
利
用
し
て
い
ま
し
た

が
、
身
体
や
精
神
の
障
害
者

で
は
利
用
し
て
い
る
の
は
2

割
程
度
で
し
た
（グ
ラ
フ
）
。

圏福祉サー ビスの利用

65
歳
以
上
で
も
、
知
的
障
害

奢
が
42

・
9
％
と
最
多
。
次

い
で
精
神
障
害
者

（35

・
2

％
）、
身
体
障
圭
星
官
（19

・
3

％
）
の
順
で
し
た
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、

食
事
や
入
浴
な
ど
の
介
助
を

自
宅
で
行
う
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

ー
な
ど
の
訪
問
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
状
況
は

「利
用
し

て
い
な
い
」
と
答
え
た
人
が

も
っ
と
も
多
く
、
65
歳
未
満

で
48

・
4
％
、
65
歳
以
上
で

32

・
1
％
で
し
た
。
た
だ

し
、
未
回
答
な
ど
で
「不
詳
」

と
さ
れ
た
人
が
4
～
5
割
を

占
め
ま
し
た
。

※
厚
生
労
働
省
「2
0
1
6
年
生
活
の
し

づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る
調
査
」結
果
か
ら

作
成
．複
数
の
障
轡
を
も
つ
人
に
つ
い
て

は
．該
当
す
る
障
害
者
数
に
す
べて
反
映

し
て
お
り
．身
体
、知
的
、精
神
の
障
啓
者

蹴

数
は
爽
数
よ
り
多
い

綴㎝口卜観
、。

㎜満謙65
。

障害者平均

利用している 利用していない

・2115371

身体障害者

知的障害音

精神障害者

一

253158・11

52・ 卜3681

2司 侃6［

 

ま
た
、
訪
問
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
ど
の
程
度
利
用
し

た
い
か
を
闘
い
た
と
こ
ろ
、

「利
用
し
た
く
な
い
」
が
最

多
で
、
65
歳
※
満
で
33

・
3

％
、
65
歳
以
上
で
23

・
9
％

で
し
た
。
こ
こ
で
も

「わ
か

ら
な
い
」
「不
詳
」
が
合
わ
せ

て
5
割
を
超
え
ま
し
た
。

家
族
が
生
活
を
支
え
る

 

障

害

者

の
生
活
と
願
い
⑳

 

醗

厚
労
省
薫

調
査
に
み
る

障
害
者
は

「そ
の
通
常
の

人
間
的
な
ニ
ー
ズ
を
満
た
す

の
に
特
別
の
困
難
を
も
つ
普

通
の
市
民
」
（1
9
8
0
年

国
連

「国
際
障
害
者
年
行
動

計
厘

）
で
す
。

 日
常
生
活
を
送
る
上
で
障

害
の
な
い
人
た
ち
が
抱
え
る

こ
と
の
な
い
生
活
の
し
づ
ら

さ
を
、
障
害
者
も
抱
え
る
こ

と
な
く
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ

く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
国
な
ど
の
福
祉
サ
ー

ビ
ス
は
、
障
害
者
の
生
活
の

し
づ
ら
さ
の
解
消
に
役
立
つ

も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

r

麟生活のしづらさ

「毎
日
」
が
4
割
前
後

 

在
宅
で
暮
ら
す
障
害
審
を

対
象
に
し
た
厚
生
労
働
省
の

「2
0
1
6
年
生
活
の
し
づ

ら
さ
な
ど
に
関
す
る
調
査
」

で
は
、
日
常
生
活
で
生
じ
て

い
る
生
活
の
し
づ
ら
さ
に
つ

い
て
調
べ
て
い
ま
す
。

調
査
は
、
生
活
の
し
づ
ら

さ
が
生
じ
始
め
た
年
齢
を
闘

い
た
う
え
で
、
生
じ
始
め
た

後
の
生
活
の
し
づ
ら
さ
の
度

合
い
の
変
化
を
質
問
し
て
い

ま
す
。「不

詳
」
と

「分
か
ら
な

い
」
を
除
い
た
回
答

（表
）

『大

き

く

な

つ

騨灘

ヒ

鷲

劉

語

』

＝

さ

団
と

ら

陶
」

一

＝

生

※

國を
み
る
と
、
生
活
の
し
づ
ら

さ
が
「大
き
く
な
っ
て
い
る
」

が
最
も
多
く
、
「小
さ
く
な
っ

て
い
る
」
は
最
少
で
し
た
。

と
く
に
65
歳
以
上
で
は
4
割

変化 していない

大き くなっている

小さ くなっている

よくな った り悪 くなったりしている

65歳 宋 満

③18．9％

029．8％

④13．9％

②21．2％

65歳 以 上

②20．3％

044．7％

④5．2％

③13□ ％

た

」
最

多

1
人
暮
ら
し
1
割
台

 

訪
問
福
祉
系
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
関
す
る
質
問
に

「わ

か
ら
な
い
」
や

「不
詳
」
が

多
い
の
は
、
利
用
へ
の
戸
惑

い
や
躍
躇

（ち
ゅ
う
ち
ょ
）

の
表
れ
と
み
る
芒
と
も
で
き

ま
す
。

調
査
結
果
で
、
約
8
割
の

人
は
自
宅
に
同
居
す
る
人
が

い
ま
し
た
。
同
居
書

（複
数

回
答
）－
は
、
多
い
順
に
、
65

歳
来
満
で
は

「親
」
（53

・
6

％
）、
「夫
婦
」
（26

・
1
％
）

で
、
65
歳
以
上
で
は
「夫
婦
」

（54

・
8
％
）、
「子
」
（36

・

9
％
）
で
し
た
。

一方
、
1
人
で
暮
ら
し
て

い
る
人
は
65
歳
未
満
で
は
11

・
4
％
、
65
歳
以
上
で
も
16

・
2
％
で
し
た
。

調
査
結
果
か
ら
、
多
く
の

家
庭
で
は
、
障
害
者
の
日
常

生
活
を
家
族
が
懸
命
に
支
え

て
い
る
姿
が
浮
き
彫
り
に
な

り
ま
し
た
。

，
（つ
づ
く
）

の
人
が

「大
き
く
な

っ
て
い

る
」
と
答
え
ま
し
た
。

調
査
は
、
お
お
む
ね
過
去

6
カ
月
間
に
、
生
活
の
し
づ

ら
さ
が
ど
の
程
度
生
じ
た
か

，も
固
い
て
い
ま
す
。

「
毎
日
」
と
答
え
た
人
は

65
歳
未
満
で
35

・
9
％
、
65

歳
以
上
で
42
・8
％
で
し
た
。

い
ず
れ
も
、
「特
に
な
か

っ

た
」
（65
歳
朱
満
24

・
5
％
、

65
歳
以
上
18

・
7
％
）
を
上

回
り
ま
し
た
。

解
消
へ
福
祉
に
課
題

 

調
査
結
果
か
ら
、
生
活
の

し
づ
ら
さ
を
抱
え
な
が
ら
暮

ら
す
障
害
者
が
少
な
く
な
い

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

な
い
人
が
多
い
こ
と

（連
載

3
回
目
）
と
考
え
含
わ
せ
る

と
、
現
在
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
は
、
障
害
者
の
生
活
の
し

づ
ら
さ
を
解
消
す
る
施
策
と

し
て
課
題
が
あ
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。

（つ
づ
く
）



障
垂
ロ
者

の
生
活
と
願
い

 

ヲ努

．轡

厚
労
省
実
態
調
査
に
み
る

 

厚
生
労
働
省
が
在
宅
で
暮

ら
ず
障
害
者
を
対
象
に
行
っ

た

「2
0
1
6
年
生
活
の
し

づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る
調

査
」。
こ
の
連
載
は
、
4
月

に
公
表
さ
れ
た
調
査
結
果
か

ら
、
障
害
者
の
日
常
生
活
の

実
態
や
意
識
に
つ
い
て
考
え

て
き
ま
し
た
。
精
神
保
健
福

祉
士
と
し
て
障
害
者
の
生
活

支
援
に
長
く
携
わ
っ
た
経
験

が
あ
る
日
本
福
祉
大
学
の
青

木
聖
久
教
授

（社
会
福
祉

学
）
が
、
連
載
へ
の
感
想
を

寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

騒連 載 を読ん で （上）

て
い
な
い
こ
と
を
想
像
し
づ

，ら
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ

⑤

，の
こ
と
を

「経
験
則
」
と
言

い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
経
験
し

て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て

も
、
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
、

日
本
福
糾
天
学
教
授

障
害
と
暮
ら
し
と
の
関
係

青

木
聖
久

さ
ん

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
障
害
は
、
直

調
査
を
通
し
て
、
障
害
が

接
的
に
は
、
移
動
や
伝
達
と

暮
ら
し
に
及
ぼ
す
影
響
が
明

い
う
よ
う
な
支
障
を
き
た

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
と
は

し
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ

い
え
、
人
は
、
基
本
的
に
自

け
で
は
終
わ
ら
な
い
の
で

身
や
身
近
な
家
族
が
経
験
し

す
。第

1
回
に

「収
入
」
の
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
先
の
こ
と
を
、
読

し
み
ロ緯憲

灘
難
㌶

出
費
で
す
。
障
害
特
性
か

ら
、
満
員
電
車
に
乗
れ
ず
、

触
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の

 

脇
障

害

者

の
生
活
と
願
い
⑥

 

⑳

厚
労
省
実
態
調
査
に
み
る

 

日
本
福
祉
大
学
教
授

青
木

聖
久
さ
ん

前
回
、
働
く
こ
と
の
意
義

を
書
き
ま
し
た
。
実
は
働
く

と
は
、
広
い
意
味
を
持
ち
ま

す
。
一
般
企
業
で
の
労
働
、

障
害
に
よ
る
体
験
を
生
か
し

た
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
活
動
、
福

祉
的
就
労
等
、
多
様
で
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、

「働
く
か
、
働
か
な
い
か
」

と
い
う
二
者
択

一的
な
発
想

で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
働

き
方
が
程
よ
い
の
か
等
の
考

え
方
を
知
る
こ
と
が
大
切
だ

と
言
え
ま
す
。

第
3
回
以
降
で
、
ホ
ー
ム

醗連載を読んでm

ヘ
ル
パ
ー
の
活
用
や
障
害
者

手
帳
と
い
う
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
活
用
実
態
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
か

つ
て
、
1
人
の
障
書
者
か
ら

「障
害
年
金
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
は
、
社
会
の
偏
見
も

合
め
て
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
は
受

給
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。そ

の
人
は
、
自
分
が
社
会

か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る

の
か
を
気
に
す
る
あ
ま
り
、

障
害
年
金
を
申
請
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
。

一
方
で
、

支
援
者
の
側
も
、
障
害
者
の

タ
ク
シ
ー
を
使
わ
ざ
る
を
得

な
い
等
が
、
そ
れ
に
あ
た
り

ま
す
。

実
は
、
さ
ら
に
皆
さ
ん
に

考
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
第
2
回
で

「働
く
」
こ
と
に
つ
い
て
紹

介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
人

は
、
働
く
こ
と
を
通
し
て
、

生
活
リ
ズ
ム
が
整
つ
た
り
、

職
場
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

た
り
、
チ
ー
ム
で
の
感
動
を

体
験
で
き
た
り
し
ま
す
。
加

え
て
、
ほ
め
ら
れ
る
機
会
が

得
ら
れ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
機

会
が
無
け
れ
ば
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
私
は
か
つ
て
、
一

人
の
障
害
者
が

「俺
、
そ
う

言
え
ば
、
障
害
者
に
な
づ
て

か
ら
、
親
か
ら
叱
ら
れ
る
ご

と
は
増
え
た
け
ど
、
ほ
め
ら

れ
る
こ
と
が
無
く
な
つ
た
の

よ
ね
」
と
寂
し
そ
う
に
語
っ

た
後
ろ
姿
を
、
い
ま
だ
に
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

：

°
o

（つ
づ
く
）

 

思
い
を
う
ま
く
く
み
取
れ

ず
、
支
援
の
中
断
を
招
い
て

い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
一
度
き
り
の

人
生
で
す
。
人
生
に
お
け

る
限
ら
れ
た
時
間
を
、
少
し

で
も
有
意
義
に
、
笑
顔
で
い

ら
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
を

は
じ
め
、
依
存
し
合
っ
て
生

き
て
い
け
ば
い
い
の
で

す
。

、

・
他
方
、
障
害
者
が
生
活
の
．

し
づ
ら
さ
を
も
ち
な
が
ら

も
、
前
を
向
い
て
生
き
て
い

る
背
中
を
見
て
、
「も
う

一

度
、
生
き
直
し
て
み
よ
う
」

と
力
を
も
ら
っ
て
い
る
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回
の

調
査
結
果
の
裏
側
に
は
、
障

害
者

一
人
ひ
と
り
の
人
生

が
隠
れ
て
い
る
の
で
す
。

（お
わ
り
）
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調
査
の
裏
に
隠
れ
た
入
生

　


